
議案第２４号  

　　　令和７年度　東員町一般会計補正予算（第７号）  

 

　令和７年度東員町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところ

による。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３２９，３９０千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，３７６，８９４

千円とする。  

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。  

　（継続費の補正）  

第２条　継続費の変更は、「第２表　継続費補正」による。  

　（繰越明許費）  

第３条　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定

により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第３表　

繰越明許費」による。  

　（地方債の補正）  

第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。  

 

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月　２日提出  

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月２３日原案可決  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東員町長　　水　谷　俊　郎  
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  1.県負担金

 17.県支出金

  2.国庫補助金

  1.国庫負担金

 16.国庫支出金

  1.負担金

 14.分担金及び負担金

  1.地方交付税

 12.地方交付税

  1.地方消費税交付金

  7.地方消費税交付金

  1.法人事業税交付金

  6.法人事業税交付金

  1.配当割交付金

  4.配当割交付金

  1.町民税

  1.町税

款 項

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入
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720,019

378,937 △3,223 375,714

725,769 △5,750

988,748

848,359 △63,448 784,911

1,011,275 △22,527

6,842

1,864,464 △85,975 1,778,489

6,462 380

1,913,568

6,462 380 6,842

1,839,000 74,568

700,000

1,839,000 74,568 1,913,568

600,000 100,000

77,000

600,000 100,000 700,000

67,000 10,000

39,000

67,000 10,000 77,000

29,000 10,000

1,825,600

29,000 10,000 39,000

1,795,600 30,000

計

3,915,456 30,000 3,945,456

既定額 補正額

（単位：千円）
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  1.町債

　　歳入合計　　

  3.雑入

 23.町債

  1.繰越金

 22.諸収入

  2.基金繰入金

 21.繰越金

 20.繰入金

  1.特別会計繰入金

 19.寄附金

  1.寄附金

款 項

  2.県補助金
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2,159,800 △19,200 2,140,600

13,047,504 329,390 13,376,894

227,307 283 227,590

2,159,800 △19,200 2,140,600

219,550 729,793 949,343

233,556 283 233,839

993,234 △530,000 463,234

219,550 729,793 949,343

994,650 △523,809 470,841

1,416 6,191 7,607

10,010 9,100 19,110

10,010 9,100 19,110

既定額 補正額 計

242,739 △2,527 240,212

（単位：千円）
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  1.消防費

  9.消防費

  5.住宅費

  4.都市計画費

  2.道路橋りょう費

  8.土木費

  1.農業費

  6.農林水産業費

  2.清掃費

  1.保健衛生費

  4.衛生費

  2.児童福祉費

  1.社会福祉費

  3.民生費

  3.戸籍住民基本台帳費

  1.総務管理費

  2.総務費

款 項

歳　出
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554,386

546,547 7,839 554,386

546,547 7,839

447,730

16,068 △6,106 9,962

491,945 △44,215

942,091

386,033 53,924 439,957

938,488 3,603

217,338

194,900 10,402 205,302

206,936 10,402

478,219

360,458 △3,400 357,058

522,517 △44,298

1,716,875

882,975 △47,698 835,277

1,758,087 △41,212

4,306,455

2,576,937 12,643 2,589,580

4,335,024 △28,569

1,650,017

31,761 5,181 36,942

1,239,093 410,924

計

1,406,795 416,105 1,822,900

既定額 補正額

（単位：千円）
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  6.保健体育費

　　歳出合計　　

  4.幼稚園費

  5.社会教育費

  1.教育総務費

  3.中学校費

款 項

 10.教育費
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472,425 △18,546 453,879

13,047,504 329,390 13,376,894

297,428 △2,820 294,608

173,388 △15,785 157,603

426,329 △13,711 412,618

2,338,701 18,570 2,357,271

既定額 補正額 計

3,937,443 △32,292 3,905,151

（単位：千円）
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第２表 継続費補正 

 

款 項 事 業 名 
補 正 前 補 正 後 

総 額 年 度 年割額 総 額 年 度 年割額 

 

10 教育費 

 

3 中学校費 

 

東員第一中学

校建設事業 

千円 

6,050,000 

 

令和 5年度 

千円 

0 

千円 

6,479,000 

 

令和 5年度 

千円 

0 

令和 6年度 803,000 令和 6年度 803,000 

令和 7年度 2,041,600 令和 7年度 2,119,400 

令和 8年度 3,205,400 令和 8年度 3,556,600 
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第３表 繰越明許費 

 

款 項 事 業 名 金   額 

 

２ 総務費 

 

３ 民生費 

 

３ 民生費 

 

３ 民生費 

 

６ 農林水産業費 

 

８ 土木費 

 

８ 土木費 

 

８ 土木費 

 

 

９ 消防費 

 

10 教育費 

 

 

３ 戸籍住民基本台帳費 

 

１ 社会福祉費 

 

１ 社会福祉費 

 

２ 児童福祉費 

 

１ 農業費 

 

２ 道路橋りょう費 

 

２ 道路橋りょう費 

 

２ 道路橋りょう費 

 

 

１ 消防費 

 

３ 中学校費 

 

戸籍住民基本台帳経費 

 

障害者自立支援事業 

 

高齢者福祉事業 

 

物価高対応子育て応援手当支給事業 

 

土地改良事業 

 

防災・安全交付金事業（通常分） 

 

防災・安全交付金事業（橋梁分） 

 

防災・安全交付金事業（交通安全

分） 

 

消防施設経費 

 

施設整備費 

千円 

５，１８１ 

 

２，２００ 

 

９６３ 

 

１，１２６ 

 

２４，２６６ 

 

４７，０００ 

 

５，６００ 

 

５６，７０３ 

 

 

９，４２７ 

 

５００ 
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第４表 地方債補正 

 

（変更） 

起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限度額 
起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 限度額 

起債の 

方 法 
利 率 償還の方法 

 

民 生 債 

 

農 林 水 産 債 

 

土 木 債 

 

教 育 債 

千円 

7,200 

 

15,100 

 

204,700 

 

1,763,400 

 

証書借

入 

又は 

証券発

行 

 

3.5％以内 

（ただし、

利 率 見 直

し 方 式 で

借 り 入 れ

る 資 金 に

ついて、利

率 の 見 直

し を 行 っ

た 後 に お

いては、当

該 見 直 し

後の利率） 

 

 政府資金に

ついては、その

融資条件によ

り、銀行その他

の場合にはそ

の債権者と協

定するものに

よる。ただし、

町財政の都合

により据置期

間及び償還期

限を短縮し、又

は繰上償還も

しくは低利に

借換えするこ

とができる。 

 

千円 

3,600 

 

26,100 

 

217,200 

 

1,724,300 

 

補正前

に同じ 

 

補正前に 

同じ 

 

補正前に 

同じ 
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提案理由  

令和７年度本町一般会計既定予算を補正するについては、地方自治法第

２１８条第１項及び同法第９６条第１項第２号の規定により、議会の議決

を経る必要がある。  
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歳　入
（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総　括

 12.地方交付税 1,839,000 74,568 1,913,568

  7.地方消費税交付金 600,000

  4.配当割交付金 29,000 10,000 39,000

100,000 700,000

  6.法人事業税交付金 67,000 10,000 77,000

款 既定額 補正額 計

  1.町税 3,915,456 30,000 3,945,456

 21.繰越金 219,550 729,793 949,343

 20.繰入金 994,650

 17.県支出金 725,769 △5,750 720,019

△523,809 470,841

 19.寄附金 10,010 9,100 19,110

 14.分担金及び負担金 6,462 380 6,842

 16.国庫支出金 1,864,464 △85,975 1,778,489

　　歳入合計　　 13,047,504 329,390 13,376,894

 22.諸収入 233,556 283 233,839

 23.町債 2,159,800 △19,200 2,140,600
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歳　出

款 既定額 補正額 計

  2.総務費 1,406,795 416,105 1,822,900

  3.民生費 4,335,024 △28,569 4,306,455

  4.衛生費 882,975 △47,698 835,277

  6.農林水産業費 206,936 10,402 217,338

  8.土木費 938,488 3,603 942,091

  9.消防費 546,547 7,839 554,386

 10.教育費 3,937,443 △32,292 3,905,151

　　歳出合計　　 13,047,504 329,390 13,376,894
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（単位：千円）

△123,960 △1,800

△7,424

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

423,529

97,191

△7,344 △40,354

△781 11,000 380 △197

8,884 12,500 △129,000 111,219

283 7,556

38,900 △40,900 8,100 △38,392

△91,725 △19,200 △120,237 560,552
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　計　 1,839,000 74,568 1,913,568

　計　 67,000 10,000 77,000

(款)  7.地方消費税交付金

    (項)  1.地方消費税交付金

　計　 600,000 100,000 700,000

30,000 1,825,600

(款)  4.配当割交付金

    (項)  1.配当割交付金

　計　 29,000 10,000 39,000

(款)  6.法人事業税交付金

  1.地方交付税 1,839,000 74,568 1,913,568

    (項)  1.地方交付税

(款) 12.地方交付税

  1.地方消費税交付金 600,000 100,000 700,000

  1.法人事業税交付金 67,000 10,000 77,000

    (項)  1.法人事業税交付金

  1.配当割交付金 29,000 10,000 39,000

  1.個人 1,405,500 30,000 1,435,500

　計　 1,795,600

２．歳入

(款)  1.町税

    (項)  1.町民税

目 既定額 補正額 計

18



  1.地方交付税 74,568 普通交付税                                     74,568

  1.地方消費税交付金 100,000 地方消費税交付金                              100,000

  1.法人事業税交付金 10,000 法人事業税交付金                               10,000

  1.配当割交付金 10,000 配当割交付金                                   10,000

  1.現年課税分 30,000

説明
区分

個人所得割                                     30,000

   

金額

(単位：千円)

節

   一般会計
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　計　 6,462 380 6,842

(款) 16.国庫支出金

    (項)  1.国庫負担金

  5.教育費国庫補助金 135,896 38,900 174,796

  4.土木費国庫補助金 98,818 11,186 110,004

  3.衛生費国庫補助金 35,576 △7,900 27,676

  2.民生費国庫補助金 174,306 1,100 175,406

  1.総務費国庫補助金 403,763 △106,734 297,029

(款) 16.国庫支出金

    (項)  2.国庫補助金

　計　 1,011,275 △22,527 988,748

  1.民生費国庫負担金 974,774 △22,527 952,247

  3.農林水産業費負担金 4,500 380 4,880

(款) 14.分担金及び負担金

    (項)  1.負担金

目 既定額 補正額 計
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  3.教育総務費補助金 38,900 学校施設環境改善交付金                         38,900

  3.都市計画費補助金 △13,500 公園施設長寿命化対策支援交付金               △13,500

  1.道路橋りょう費補助金 25,670 防災・安全交付金                               25,670

  2.住宅費補助金 △984 住宅・建築物耐震事業費補助金                    △984

  1.保健衛生費補助金 △7,900 妊婦のための支援給付交付金                    △7,000

脱炭素推進補助金                                △900

  1.社会福祉費補助金 1,100 障害者総合支援事業費補助金                      1,100

デジタル基盤改革支援補助金                   △12,605

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（給付金・定額

減税一体支援枠分）                           △99,310

  1.総務管理費補助金 △106,734 社会保障・税番号制度システム整備費補助金        5,181

産前産後保険料負担金分（1／2）                   △25

  4.保険基盤安定負担金 1,149 保険者支援分（1／2）                            1,198

未就学児均等割保険料負担金分（1／2）             △24

  3.児童手当負担金 △23,676 児童手当国庫負担金                           △23,676

  1.農業費負担金 380 農業費負担金                                      380

   

   一般会計

(単位：千円)

節
説明

区分 金額
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　計　 242,739 △2,527 240,212

(款) 19.寄附金

    (項)  1.寄附金

　計　 10,010 9,100 19,110

  1.一般寄附金 10,010 9,100 19,110

  5.土木費県補助金 4,174 △2,302 1,872

  4.農林水産業費県補助金 80,363 △781 79,582

  3.衛生費県補助金 6,445 556 7,001

(款) 17.県支出金

    (項)  2.県補助金

　計　 378,937 △3,223 375,714

  2.民生費県負担金 374,745 △3,223 371,522

(款) 17.県支出金

    (項)  1.県負担金

(款) 16.国庫支出金

    (項)  2.国庫補助金

目 既定額 補正額 計

　計　 848,359 △63,448 784,911
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  1.一般寄附金 9,100 企業版ふるさと納税寄附金                        9,100

  1.住宅費補助金 △2,302 木造住宅耐震事業費補助金                      △2,302

  1.農業費補助金 △781 多面的機能支払事業交付金                      △1,781

農村地域防災・減災事業費補助金                  1,000

  1.保健衛生費補助金 556 脱炭素化促進事業補助金                            556

  5.後期高齢者医療保険基盤安 △633 後期高齢者医療保険基盤安定負担金                △633

    定負担金

未就学児均等割保険料負担金分（1／4）             △12

産前産後保険料負担金分（1／4）                   △12

  4.保険基盤安定負担金 71 保険料軽減分（3／4）                            △504

保険者支援分（1／4）                              599

  3.児童手当負担金 △2,661 児童手当県負担金                              △2,661

   

   一般会計

(単位：千円)

節
説明

区分 金額
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　計　 227,307 283 227,590

(款) 23.町債

    (項)  1.町債

  1.民生債 7,200 △3,600 3,600

  1.雑入 227,307 283 227,590

(款) 22.諸収入

    (項)  3.雑入

　計　 219,550 729,793 949,343

  1.繰越金 219,550 729,793 949,343

(款) 21.繰越金

    (項)  1.繰越金

  3.まちづくり基金繰入金 150,000 △130,000 20,000

　計　 993,234 △530,000 463,234

  1.財政調整基金繰入金 400,000 △400,000 0

(款) 20.繰入金

    (項)  2.基金繰入金

　計　 1,416 6,191 7,607

  1.国民健康保険特別会計繰入金 10 6,122 6,132

  2.後期高齢者医療特別会計繰入金 12 69 81

(款) 20.繰入金

    (項)  1.特別会計繰入金

目 既定額 補正額 計
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  2.児童福祉債 △3,600 こども・子育て支援事業債                      △3,600

  1.雑入 283 消防団員等公務災害補償等共済基金                  283

  1.繰越金 729,793 前年度繰越金                                  729,793

  1.まちづくり基金繰入金 △130,000 まちづくり基金繰入金                        △130,000

  1.財政調整基金繰入金 △400,000 財政調整基金繰入金                          △400,000

    入金

  1.国民健康保険特別会計繰入 6,122 国民健康保険特別会計繰入金                      6,122

    金

  1.後期高齢者医療特別会計繰 69 後期高齢者医療特別会計繰入金                       69

   

   一般会計

(単位：千円)

節
説明

区分 金額
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　計　 2,159,800 △19,200 2,140,600

  6.教育債 1,763,400 △39,100 1,724,300

  3.農林水産業債 15,100 11,000 26,100

  4.土木債 204,700 12,500 217,200

(款) 23.町債

    (項)  1.町債

目 既定額 補正額 計
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緊急防災・減災事業債                         △71,800

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債           38,900

防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債           50,200

  1.教育債 △39,100 学校教育施設等整備事業債                      △6,200

  1.農業債 11,000 防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債           11,000

  1.道路橋りょう債 12,500 公共事業等債                                 △37,700

   

   一般会計

(単位：千円)

節
説明

区分 金額
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    (項)  1.社会福祉費

(款)  2.総務費

    (項)  3.戸籍住民基本台帳費

　計　 31,761 5,181 36,942 5,181

   △97,061

  1.社会福祉総務費 1,935,460 7,893 1,943,353 △97,623 105,516

（国）

(款)  3.民生費

      5,181

（国）

    帳費

  1.戸籍住民基本台 31,761 5,181 36,942 5,181

　計　 1,239,093 410,924 1,650,017 △12,605 423,529

   △12,605

（国）

  7.電子計算費 310,669 △21,221 289,448 △12,605 △8,616

  6.企画費 60,780 1,980 62,760 1,980

420,000

  1.一般管理費 547,974 10,165 558,139

  5.財産管理費 99,541 420,000 519,541

10,165

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  2.総務費

３．歳出

    (項)  1.総務管理費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳
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 18.負担金補助

    保険基盤安定繰出金保険者支援分      2,395    及び交付金 補助金             △99,310

 12.委託料 2,200 委託料                2,200 ◎国民健康保険特別会計繰出金        914

△70,670 負担金               28,640

    国民健康保険特別会計繰出金          △711

    保険基盤安定繰出金保険料軽減分      △672

    戸籍電算システム委託料              2,926

    住基ネットワ－クシステム委託料      2,255

 12.委託料 5,181 委託料                5,181 ◎戸籍住民基本台帳経費            5,181

    及び交付金

 18.負担金補助

    電算関係交付金                    △3,600

△3,600 交付金              △3,600

    備品購入費                        △3,669

 17.備品購入費

    賃借料

△3,669 備品購入費          △3,669

 13.使用料及び

◎電算経費                     △21,221

△2,117 使用料及び賃借料    △2,117

    住民情報系システム委託料         △11,835

    住民情報系システム使用料          △2,117

 12.委託料 △11,835 委託料             △11,835

1,980 委託料                1,980 ◎企画経費                        1,980

    企業版ふるさと納税支援業務委託料    1,980

 12.委託料

    公共施設整備基金元金              420,000

 24.積立金

    東員町ふるさと応援基金元金         10,165

420,000 積立金              420,000 ◎基金積立金                    420,000

◎一般管理経費                   10,165 24.積立金 10,165 積立金               10,165

（単位：千円）

説明
区分 金額 細節

   一般会計

   

節
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　計　 2,576,937 12,643 2,589,580 △97,623 110,266

(款)  3.民生費

    (項)  2.児童福祉費

    △2,661

  3.保育園費 867,614 △10,000 857,614 △10,000

   △23,676

（県）

（国）

  2.児童措置費 654,856 △28,392 626,464 △26,337 △2,055

  2.高齢者福祉費 346,243 4,750 350,993 4,750

(社会福祉総務費) （県）

      △562

(款)  3.民生費

    (項)  1.社会福祉費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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 12.委託料 △10,000 委託料             △10,000 ◎保育園運営費                 △10,000

    及び割引料

    児童手当費                       △29,000

 22.償還金利子 608 償還金利子及び割引料    608     交付金返還金                          608

 19.扶助費 △29,000 扶助費             △29,000 ◎児童手当費                   △28,392

    介護保険特別会計繰出金              4,750

 27.繰出金 4,750 繰出金                4,750 ◎介護保険特別会計繰出金          4,750

                               △99,310

    物価高騰生活支援給付金           △99,310

◎臨時特別給付金事業（調整給付分）

    自立支援給付費                     46,017

    障害児通所給付費等                 31,704

◎障害者自立支援事業             79,921

    システム改修委託料                  2,200

    保険基盤安定繰出金                    844

◎後期高齢者医療特別会計繰出金  △2,272

    事務費繰出金                      △3,116

    後期高齢者医療療養給付費負担金     28,640

◎後期高齢者医療療養給付費負担金 28,640

 27.繰出金 △1,358 繰出金              △1,358     保険基盤安定繰出金産前産後保険料軽減分

                                         △50

 19.扶助費 77,721 扶助費               77,721     保険基盤安定繰出金未就学児均等割保険料負

    担金分                               △48

   

   一般会計

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節
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　計　 1,758,087 △41,212 1,716,875 △26,337 △1,800 △13,075

(款)  4.衛生費

    (項)  1.保健衛生費

　計　 522,517 △44,298 478,219 △7,344 △36,954

（県）  556

  7.墓地公園管理費 6,517 670 7,187 670

（国）

      △900

  4.環境衛生費 23,244 △654 22,590 △344 △310

（国）

    △7,000

  3.健康推進費 130,374 △7,314 123,060 △7,000 △314

  2.予防費 174,339 △37,000 137,339 △37,000

（地）

    △1,800

  4.保育園管理費 35,794 △2,820 32,974 △1,800 △1,020

(保育園費)

    (項)  2.児童福祉費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  3.民生費
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    墓地公園管理基金元金積立金            670

 24.積立金 670 積立金                  670 ◎墓地公園管理運営経費              670

 18.負担金補助 556 補助金                  556     脱炭素化促進事業補助金                556

    及び交付金

 12.委託料 △1,210 委託料              △1,210 ◎脱炭素・循環型社会形成事業      △654

    計画策定支援業務委託料            △1,210

    出産・子育て応援給付金            △7,000

◎妊婦のための支援給付・妊娠等包括相談

  支援事業                      △7,000

 22.償還金利子 1,686 償還金利子及び割引料  1,686                                         1,668

    及び割引料

 18.負担金補助 △7,000 補助金              △7,000     養育医療費国庫負担金等返還金           18

    及び交付金     母子保健総合支援事業国庫補助金返還金

 12.委託料 △2,000 委託料              △2,000 ◎母子保健事業費                  △314

    妊婦健康診査委託料                △2,000

    予防接種等委託料                 △37,000

 12.委託料 △37,000 委託料             △37,000 ◎子ども予防接種事業費         △37,000

    防犯監視システム設置委託料        △2,013

◎施設整備費                    △2,013

 12.委託料 △2,820 委託料              △2,820 ◎保育園維持管理経費              △807

    警備保障委託料                      △807

    保育士派遣委託料                 △10,000

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節

   

   一般会計
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　計　 386,033 53,924 439,957 25,670 24,660 3,594

　計　 360,458 △3,400 357,058 △3,400

(款)  6.農林水産業費

    (項)  1.農業費

　計　 194,900 10,402 205,302 △781 11,000 380 △197

（国） （地）

     25,670      24,660

  3.道路新設改良費 302,148 53,924 356,072 25,670 24,660 3,594

(款)  8.土木費

    (項)  2.道路橋りょう費

      1,000      11,000

（県） （地） （負）  380

    △1,781

  4.農地費 45,055 12,777 57,832 1,000 11,000 380 397

（県）

  3.農業振興費 72,846 △2,375 70,471 △1,781 △594

  2.し尿処理費 15,061 600 15,661 600

  1.塵芥処理費 345,397 △4,000 341,397 △4,000

    (項)  2.清掃費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  4.衛生費
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    道路改良工事費                     53,924

 14.工事請負費 53,924 工事請負費           53,924 ◎防災・安全交付金事業(交通安全対策分)

                                 53,924

    及び交付金

    県営土地改良事業費負担金            9,749

 18.負担金補助 9,749 負担金                9,749

    農業用施設修繕料                    2,028

 12.委託料 1,000 委託料                1,000     調査設計委託料                      1,000

 10.需用費 2,028 修繕料                2,028 ◎土地改良事業                   12,777

    及び交付金     多面的機能支払事業交付金          △2,375

 18.負担金補助 △2,375 交付金              △2,375 ◎農業振興対策事業              △2,375

    及び交付金     合併処理浄化槽設置整備補助金          600

 18.負担金補助 600 補助金                  600 ◎し尿処理経費                      600

 10.需用費 △4,000 消耗品費            △4,000 ◎塵芥処理経費                  △4,000

    一般消耗品                        △4,000

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節

   

   一般会計
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　計　 16,068 △6,106 9,962 △3,286 △2,820

　計　 491,945 △44,215 447,730 △13,500 △12,160 △129,000 110,445

（県）

    △2,302

（国）

      △984

  1.住宅管理費 16,068 △6,106 9,962 △3,286 △2,820

(款)  8.土木費

    (項)  5.住宅費

  △130,000

（繰入）

  4.公共下水道費 307,000 0 307,000 △130,000 130,000

  3.緑化推進費 35,094 △8,700 26,394 △8,700

   △13,500    △12,160       1,000

（国） （地） （寄）

  2.公園費 146,640 △34,515 112,125 △13,500 △12,160 1,000 △9,855

  1.都市計画総務費 3,211 △1,000 2,211 △1,000

(款)  8.土木費

    (項)  4.都市計画費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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 18.負担金補助 △6,684 補助金              △6,684     木造住宅耐震補強事業補助金        △6,684

    及び交付金

 12.委託料 578 委託料                  578 ◎木造住宅耐震診断経費          △6,106

    木造住宅耐震診断委託料                578

　財源充当の変更

    笹尾城山外周高圧線下緑地除草委託料

                                      △8,700

 12.委託料 △8,700 委託料              △8,700 ◎緑化推進経費                  △8,700

◎公園長寿命化事業経費         △10,000

    公園修繕工事                     △10,000

    遊具保守点検委託料                △2,649

    公園管理業務委託料               △15,266

 14.工事請負費 △10,000 工事請負費         △10,000     中部公園管理業務委託料            △6,600

 12.委託料 △24,515 委託料             △24,515 ◎公園維持管理経費             △24,515

 12.委託料 △1,000 委託料              △1,000 ◎都市計画経費                  △1,000

    都市計画区域等調査委託料          △1,000

   

   一般会計

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節

37



　計　 426,329 △13,711 412,618 △13,711

(款) 10.教育費

    (項)  3.中学校費

　計　 2,338,701 18,570 2,357,271 38,900 △11,700 7,100 △15,730

　計　 546,547 7,839 554,386 283 7,556

  2.幼稚園管理費 30,877 △2,820 28,057 △1,800 △1,020

(款) 10.教育費

    (項)  4.幼稚園費

     38,900    △11,700       7,100

（国） （地） （寄）

  1.学校管理費 2,298,497 18,570 2,317,067 38,900 △11,700 7,100 △15,730

  2.事務局費 425,461 △13,711 411,750 △13,711

(款) 10.教育費

    (項)  1.教育総務費

（諸）  283

  2.非常備消防費 31,685 380 32,065 283 97

  1.常備消防費 448,706 7,459 456,165 7,459

    (項)  1.消防費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  9.消防費
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 12.委託料 △2,820 委託料              △2,820 ◎幼稚園維持管理経費              △807

    警備保障委託料                      △807

    び賠償金

    入費

 21.補償補填及 500 補償金                  500

    用地買収費                       △11,503

 16.公有財産購 △11,503 公有財産購入費     △11,503     補償費                                500

    調査委託料                          2,263

 14.工事請負費 27,310 工事請負費           27,310     中学校改修工事費                   27,310

 12.委託料 2,263 委託料                2,263 ◎施設整備費                     18,570

    備品購入費                       △13,711

 17.備品購入費 △13,711 備品購入費         △13,711 ◎教育総務事務局経費           △13,711

    退職者報償金                          380

  7.報償費 380 報償金等                380 ◎消防団経費                        380

 12.委託料 7,459 委託料                7,459 ◎消防事務委託事業                7,459

    桑名市消防事務委託金                7,459

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節

   

   一般会計
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　計　 472,425 △18,546 453,879 △11,600 1,000 △7,946

　計　 297,428 △2,820 294,608 △1,800 △1,020

(款) 10.教育費

    (項)  5.社会教育費

　計　 173,388 △15,785 157,603 △15,800 15

（地）

    △6,200

  3.学校給食費 359,115 △13,145 345,970 △6,200 △6,945

（地） （寄）

    △5,400       1,000

  2.保健体育振興費 112,469 △5,401 107,068 △5,400 1,000 △1,001

(款) 10.教育費

    (項)  6.保健体育費

    △1,600

（地）

   △14,200

  3.公民館費 22,210 △1,597 20,613 △1,600 3

（地）

  2.文化振興費 132,562 △14,188 118,374 △14,200 12

(幼稚園管理費) （地）

    △1,800

    (項)  4.幼稚園費

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款) 10.教育費
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 14.工事請負費 △7,245 工事請負費          △7,245     給食施設整備工事費                △7,245

 12.委託料 △5,900 委託料              △5,900 ◎給食センター維持管理経費     △13,145

    設計監理委託料                    △5,900

 14.工事請負費 △5,401 工事請負費          △5,401 ◎体育施設整備費                △5,401

    体育施設整備工事                  △5,401

                                △1,597

    施設改修工事費                    △1,597

 14.工事請負費 △1,597 工事請負費          △1,597 ◎笹尾コミュニティーセンター経費

    施設改修工事費                   △14,188

 14.工事請負費 △14,188 工事請負費         △14,188 ◎文化施設整備費               △14,188

    防犯監視システム設置委託料        △2,013

◎施設整備費                    △2,013

（単位：千円）

節

説明
区分 金額 細節

   

   一般会計
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国 (県)
支出金

地方債 その他

10 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 ％

教育費

3

令和
5年度

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

令和
6年度

803,000 0 552,400 200,000 50,600 0 565,400 0 565,400 0 8.7

令和
7年度

2,119,400 172,808 1,505,200 440,000 1,392 0 0 1,720,510 1,720,510 0 26.6

令和
8年度

3,556,600 704,184 1,810,800 1,023,775 17,841 0 0 0 0 4,193,090 64.7

計 6,479,000 876,992 3,868,400 1,663,775 69,833 0 565,400 1,720,510 2,285,910 4,193,090 100.0

継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額
の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

款 項 事業名

全　　　　体　　　　計　　　　画

前前年度
末までの
支出額

前年度末
まで の支
出 (見込)

額

当該年度
支出予定

額

当該年度
末までの
支出予定

額

翌年度以
降支出予

定額

継続費
の総額
に対す
る進捗

率

年 度 年割額

左　の　財　源　内　訳

特　定　財　源

一　般
財　源

中学
校費

東員第
一中学
校建設
事業
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千円 千円 千円 千円 千円

 １　普通債 2,742,050 3,285,035 2,140,600 212,996 5,212,639

　（１）総務 97,200 88,588 0 11,612 76,976

　（２）民生 223,705 251,379 3,600 17,000 237,979

　（３）衛生 628,440 656,264 44,000 6,498 693,766

　（４）労働 77,512 70,036 0 7,476 62,560

　（５）農林水産 162,449 167,023 26,100 13,308 179,815

　（６）土木 484,687 544,088 217,200 66,325 694,963

　（７）消防 531,637 485,043 125,400 46,856 563,587

　（８）教育 536,420 1,022,614 1,724,300 43,921 2,702,993

 ２　災害復旧債 51,959 44,404 0 7,558 36,846

　（１）農林水産 11,614 9,815 0 1,799 8,016

　（２）公共土木 40,345 34,589 0 5,759 28,830

 ３　その他 4,205,185 3,842,177 0 389,167 3,453,010

　（１）減税補塡債 12,544 5,461 0 4,154 1,307

　（２）臨時財政対策債 4,156,141 3,802,353 0 382,875 3,419,478

　（３）減収補塡債 36,500 34,363 0 2,138 32,225

合　　　　　　　計 6,999,194 7,171,616 2,140,600 609,721 8,702,495

当該年度中増減見込

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区　　　分
前前年度末

現在高
前年度末現
在高見込額

当該年度末
現在高見込額当該年度中

起債見込額
当該年度中元
金償還見込額
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議案第２５号  

   令和７年度  東員町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

 

 令和７年度東員町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９，８０２千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，６８９，６７４千円と

する。  

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は､「第１表  歳入歳出予算補正」による。  

 

                令和８年  ３月  ２日提出  

                令和８年  ３月２３日原案可決  

                   東員町長   水  谷  俊  郎  

 

 

 

 

 

1



　　歳入合計　　

  1.繰越金

  7.繰越金

  1.繰入金

  6.繰入金

  1.財産運用収入

  5.財産収入

  1.県補助金

  4.県支出金

款 項

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

2



26,365

2,669,872 19,802 2,689,674

12,520 13,845

159,019

12,520 13,845 26,365

158,105 914

1,000

158,105 914 159,019

500 500

1,960,963

500 500 1,000

1,956,420 4,543

計

1,956,420 4,543 1,960,963

既定額 補正額

（単位：千円）

3



歳　出

  3.国民健康保険事業費納付金

款 項

  2.後期高齢者支援金等分

  1.医療給付費分

  5.保健事業費

  3.介護納付金分

  6.基金積立金

  1.特定健康診査等事業費

  8.諸支出金

  1.基金積立金

  2.繰出金

  1.償還金及び還付加算金

　　歳出合計　　

4



（単位：千円）

計

659,428 0 659,428

既定額 補正額

463,120

160,240 0 160,240

463,120 0

36,068

31,025 0 31,025

36,068 0

26,865

500 500 1,000

26,865 0

1,000

2,520 19,302 21,822

500 500

15,690

10 6,122 6,132

2,510 13,180

2,689,6742,669,872 19,802

5



 

 

提案理由  

令和７年度本町国民健康保険特別会計既定予算を補正するについては、

地方自治法第２１８条第１項及び同法第９６条第１項第２号の規定により、

議会の議決を経る必要がある。  

 

6



歳　入
（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総　括

　　歳入合計　　 2,669,872 19,802 2,689,674

  7.繰越金 12,520

  5.財産収入 500 500 1,000

13,845 26,365

  6.繰入金 158,105 914 159,019

款 既定額 補正額 計

  4.県支出金 1,956,420 4,543 1,960,963

7



歳　出

款 既定額 補正額 計

  3.国民健康保険事業費納付金 659,428 0 659,428

  5.保健事業費 31,025 0 31,025

  6.基金積立金 500 500 1,000

  8.諸支出金 2,520 19,302 21,822

　　歳出合計　　 2,669,872 19,802 2,689,674

8



（単位：千円）

568

3,975

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

914 △4,889

△568

500

19,302

4,543 1,414 13,845

9



２．歳入

(款)  4.県支出金

    (項)  1.県補助金

目 既定額 補正額 計

  1.保険給付費等交付金 1,956,420 4,543 1,960,963

  1.利子及び配当金 500 500 1,000

  1.一般会計繰入金 158,105 914 159,019

　計　 158,105 914 159,019

12,520 13,845 26,365  1.繰越金

(款)  7.繰越金

    (項)  1.繰越金

　計　 12,520 13,845 26,365

　計　 1,956,420 4,543 1,960,963

(款)  5.財産収入

    (項)  1.財産運用収入

　計　 500 500 1,000

(款)  6.繰入金

    (項)  1.繰入金

10



   

金額

(単位：千円)

節

   国民健康保険特別会計

  1.保険給付費等交付金 4,543

説明
区分

特別交付金                                      4,543

  1.利子及び配当金 500 国民健康保険基金利子                              500

保険者支援分                                    2,395

  1.保険基盤安定繰入金 1,625 保険料軽減分                                    △672

未就学児均等割保険料負担金分                     △48

  4.財政安定化支援事業繰入金 △711 財政安定化支援事業繰入金                        △711

産前産後保険料負担金分                           △50

  1.繰越金 13,845 繰越金                                         13,845

11



(款)  5.保健事業費

    (項)  1.特定健康診査等事業費

　計　 26,865 0 26,865 568 △568

　計　 36,068 0 36,068

(款)  3.国民健康保険事業費納付金

    (項)  2.後期高齢者支援金等分

　計　 160,240 0 160,240 △2,552 2,552

　計　 463,120 0 463,120 3,975 4,079 △8,054

（県）  568

    事業費

  1.特定健康診査等 26,865 0 26,865 568 △568

（繰入）

      △613

△613 613

  1.介護納付金分 36,068 0 36,068 △613 613

(款)  3.国民健康保険事業費納付金

    (項)  3.介護納付金分

    △2,552

（繰入）    等分

    期高齢者支援金

  1.一般被保険者後 160,240 0 160,240 △2,552 2,552

      4,079

  1.一般被保険者医 463,120 0 463,120 3,975

      3,975

（県） （繰入）

既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

    療給付費分

4,079 △8,054

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  3.国民健康保険事業費納付金

３．歳出

    (項)  1.医療給付費分

目

12



　財源充当の変更

　財源充当の変更

　財源充当の変更

節

　財源充当の変更

（単位：千円）

説明
区分 金額 細節

   国民健康保険特別会計

   

13



(款)  8.諸支出金

    (項)  2.繰出金

　計　 10 6,122 6,132 6,122

  1.一般会計繰出金

(款)  8.諸支出金

    (項)  1.償還金及び還付加算金

　計　 2,510 13,180 15,690 13,180

10 6,122 6,132 6,122

    付金償還金

  2.保険給付費等交 10 13,180 13,190 13,180

　計　 500 500 1,000 500

（財）  500

    金積立金

  1.国民健康保険基 500 500 1,000 500

目 既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  6.基金積立金

    (項)  1.基金積立金

14



繰出金                6,122 ◎一般会計繰出金                  6,122

    一般会計繰出金                      6,122

13,180 償還金利子及び割引料 13,180

6,122 27.繰出金

◎償還金                         13,180

    及び割引料     保険給付費等交付金償還金           13,180

 22.償還金利子

500 積立金                  500 ◎国民健康保険基金積立金            500

    利子積立金                            500

 24.積立金

節

説明
区分 金額 細節

   

   国民健康保険特別会計

（単位：千円）

15



議案第２６号  

　　　令和７年度　東員町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）  

 

　令和７年度東員町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，５６５千円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３５，２９８千円とする。 

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は､「第１表　歳入歳出予算補正」による。  

 

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月　２日提出  

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月２３日原案可決  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東員町長　　水　谷　俊　郎  

 

 

 

 

 

1



　　歳入合計　　

  3.雑入

  5.諸収入

  1.繰越金

  4.繰越金

  1.一般会計繰入金

  3.繰入金

款 項

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

2



500

537,863 △2,565 535,298

501 △1

1,406

512 △1 511

10 1,396

80,423

10 1,396 1,406

84,383 △3,960

計

84,383 △3,960 80,423

既定額 補正額

（単位：千円）

3



　　歳出合計　　

  2.繰出金

  1.償還金及び還付加算金

  3.諸支出金

    金

  1.後期高齢者医療広域連合納付

    金

  2.後期高齢者医療広域連合納付

款 項

歳　出

4



535,298537,863 △2,565

500

12 69 81

500 0

531,528

512 69 581

534,162 △2,634

531,528534,162 △2,634

計既定額 補正額

（単位：千円）

5



 

 

提案理由  

令和７年度本町後期高齢者医療特別会計既定予算を補正するについては、

地方自治法第２１８条第１項及び同法第９６条第１項第２号の規定により、

議会の議決を経る必要がある。  

 

6



歳　入
（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総　括

　　歳入合計　　 537,863

  4.繰越金 10 1,396 1,406

△2,565 535,298

  5.諸収入 512 △1 511

款 既定額 補正額 計

  3.繰入金 84,383 △3,960 80,423

7



歳　出

款 既定額 補正額 計

  2.後期高齢者医療広域連合納付金 534,162 △2,634 531,528

  3.諸支出金 512 69 581

　　歳出合計　　 537,863 △2,565 535,298

8



（単位：千円）

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

△3,960 1,326

69

△3,960 1,395

9



　計　 501 △1 500

　計　 84,383 △3,960 80,423

(款)  4.繰越金

    (項)  1.繰越金

  1.雑入 501 △1 500

(款)  5.諸収入

    (項)  3.雑入

　計　 10 1,396 1,406

  1.繰越金 10 1,396 1,406

  2.保険基盤安定繰入金 59,106 △844 58,262

  1.事務費繰入金 25,277 △3,116 22,161

２．歳入

(款)  3.繰入金

    (項)  1.一般会計繰入金

目 既定額 補正額 計

10



  1.雑入 △1 保険料還付金                                      △1

  1.繰越金 1,396 繰越金                                          1,396

  1.保険基盤安定繰入金 △844 保険基盤安定繰入金                              △844

  1.事務費繰入金 △3,116

説明
区分

事務費繰入金                                  △3,116

   

金額

(単位：千円)

節

   後期高齢者医療特別会計

11



(款)  3.諸支出金

    (項)  2.繰出金

　計　 12 69 81 69

(款)  3.諸支出金

    (項)  1.償還金及び還付加算金

　計　 500 0 500

　計　 534,162 △2,634 531,528 △3,960 1,326

  1.一般会計繰出金 12 69 81 69

  1.保険料還付金 500 0 500

（繰入）

    △3,960

  1.後期高齢者医療 534,162 △2,634 531,528

既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

    広域連合納付金

△3,960 1,326

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  2.後期高齢者医療広域連合納付金

３．歳出

    (項)  1.後期高齢者医療広域連合納付金

目

12



    一般会計繰出金                         69

 27.繰出金 69 繰出金                   69 ◎一般会計繰出金                     69

    保険料等負担金                        482

    事務費負担金                      △3,116

節

◎後期高齢者医療広域連合納付金  △2,634

    及び交付金

 18.負担金補助 △2,634 負担金              △2,634

（単位：千円）

説明
区分 金額 細節

   後期高齢者医療特別会計

   

13



議案第２７号  

　　　令和７年度　東員町介護保険特別会計補正予算（第３号）  

　　  

令和７年度東員町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。  

 

（歳入歳出予算の補正）  

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３８，０００千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，０６１，９０９千円と

する。  

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は､「第１表　歳入歳出予算補正」による。  

　  

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月　２日提出  

　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年　３月２３日原案可決  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東員町長　　水　谷　俊　郎  

 

1



　　歳入合計　　

  1.繰越金

  8.繰越金

  1.一般会計繰入金

  7.繰入金

  1.県負担金

  5.県支出金

  1.支払基金交付金

  4.支払基金交付金

  1.国庫負担金

  3.国庫支出金

款 項

第１表　歳入歳出予算補正

歳　入

2



13,028

2,023,909 38,000 2,061,909

2,388 10,640

321,460

2,388 10,640 13,028

316,710 4,750

271,765

375,860 4,750 380,610

265,115 6,650

514,076

288,241 6,650 294,891

503,816 10,260

341,175

503,816 10,260 514,076

335,475 5,700

計

389,253 5,700 394,953

既定額 補正額

（単位：千円）

3



　　歳出合計　　

  1.介護給付費

  2.保険給付費

款 項

歳　出

4



1,802,843

2,023,909 38,000 2,061,909

1,764,843 38,000

計

1,812,632 38,000 1,850,632

既定額 補正額

（単位：千円）

5



提案理由  

令和７年度本町介護保険特別会計既定予算を補正するについては、地方

自治法第２１８条第１項及び同法第９６条第１項第２号の規定により、議

会の議決を経る必要がある。   

 

6



歳　入
（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書

１．総　括

  8.繰越金 2,388 10,640 13,028

  7.繰入金 375,860

  4.支払基金交付金 503,816 10,260 514,076

4,750 380,610

  5.県支出金 288,241 6,650 294,891

款 既定額 補正額 計

  3.国庫支出金 389,253 5,700 394,953

　　歳入合計　　 2,023,909 38,000 2,061,909

7



歳　出

款 既定額 補正額 計

  2.保険給付費 1,812,632 38,000 1,850,632

　　歳出合計　　 2,023,909 38,000 2,061,909

8



（単位：千円）

12,350

12,350

補正額の財源内訳

特定財源

一般財源

国県支出金 地方債 その他

15,010 10,640

15,010 10,640

9



　計　 2,388 10,640 13,028

　計　 316,710 4,750 321,460

(款)  8.繰越金

    (項)  1.繰越金

　計　 265,115 6,650 271,765

(款)  7.繰入金

    (項)  1.一般会計繰入金

　計　 503,816 10,260 514,076

(款)  5.県支出金

    (項)  1.県負担金

　計　 335,475 5,700 341,175

(款)  4.支払基金交付金

    (項)  1.支払基金交付金

  1.繰越金 2,388 10,640 13,028

  1.介護給付費繰入金 226,579 4,750 231,329

  1.介護給付費負担金 265,115 6,650 271,765

  1.介護給付費交付金 489,410 10,260 499,670

  1.介護給付費負担金 335,475 5,700 341,175

２．歳入

(款)  3.国庫支出金

    (項)  1.国庫負担金

目 既定額 補正額 計

10



  1.繰越金 10,640 繰越金                                         10,640

    分）

  1.介護給付費繰入金（現年度 4,750 介護給付費繰入金（現年度分）                    4,750

    分）

  1.介護給付費負担金（現年度 6,650 介護給付費負担金（現年度分）                    6,650

    分）

  1.介護給付費交付金（現年度 10,260 介護給付費交付金（現年度分）                   10,260

  1.介護給付費負担金（現年度 5,700

説明
区分

    分）

介護給付費負担金（現年度分）                    5,700

   

金額

(単位：千円)

節

   介護保険特別会計

11



　計　 1,764,843 38,000 1,802,843 12,350 15,010 10,640

（県）

（国） （繰入）

      6,650      10,260

（交）

      4,750

  3.施設介護サービ 471,020 38,000 509,020 12,350

      5,700

既定額 補正額 計

補正額の財源内訳

    ス給付費

15,010 10,640

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

(款)  2.保険給付費

３．歳出

    (項)  1.介護給付費

目
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    要介護分                           38,000

節

◎施設介護サービス給付費         38,000

    及び交付金

 18.負担金補助 38,000 負担金               38,000

（単位：千円）

説明
区分 金額 細節

   介護保険特別会計
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